
令和４年度人権教育推進研修 実施要項 

 

 

１ 目 的 

 学校教育においては、人権教育の一層の充実を図り、人権尊重の意識を高める取組を実施すること

とされており、また、各学校においては、「人権教育の指導方法等の在り方について（第三次とりま

とめ）」の提言を踏まえ、教科等指導、生徒指導、学級経営など、教育活動全体を通じて人権尊重の

精神に立った学校づくりを進めていかなければならない。 

 本研修では、各学校や当該地域において指導的な役割を果たすべく、人権教育に関する諸課題につ

いて検討・分析するとともに、人権尊重の精神に立った学校づくりに向けて、組織的な人権教育推進

体制を構築するための手法等の習得を図る。さらに、研修後の実践も通して、１）人権教育に関する

諸課題の改善に専門的知見を活用して組織的な取組を推進する力、２）各学校や当該地域において教

職員の専門性向上を推進する力、を育成する。 

 

２ 主 催  独立行政法人教職員支援機構 

 

３ 共 催  文部科学省 

 

４ 期 間  受講者は、令和４年８月１日(月)から令和４年８月３１日(水)までの期間中、 

任意の３日間を選択して受講する。 

 

５ 実施方法 学習管理システムを用いたオンライン研修 

        

６ 配信元  独立行政法人教職員支援機構 事業部事業企画課 

       〒305-0802 茨城県つくば市立原３番地 

 

７ 標準定員 ２００名 ※ 標準定員は設定しているが、推薦人数に上限は設けない。 

 

８ 受 講 者 

（１）受講資格 

  ① 都道府県・指定都市・中核市教育委員会の指導主事及び教育センターの研修担当主事並びに

これに準じる者 

  ② 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の校

(園)長、副校(園)長、教頭、主幹教諭、指導教諭及び教諭等であって、学校や当該地域の人権

教育に係わる研修において講師等の活動を行う予定である者 

  ③当機構の修了証書をもって単位認定を行う（予定を含む）教職大学院の学生 

 

  ※ 「第５次男女共同参画基本計画」（令和２年１２月２５日閣議決定）を踏まえ、本研修におけ

る女性教職員の割合を２５％以上とすることを、当機構として目標としている。女性の積極的

な推薦について配慮すること。 

 

（２）推薦人数 

都道府県・指定都市・中核市等ごとの推薦人数に、制限は設けない。 

 

 



（３）推薦手続 

   推薦期限は、令和４年６月２０日（月）とする。 

   各都道府県・指定都市教育委員会、都道府県知事部局、国公立大学法人、独立行政法人国立青

少年教育振興機構及び教職大学院を置く各大学においては、「研修システム」により推薦を行

う。 

中核市教育委員会においては、［様式１］により都道府県教育委員会に連絡し、都道府県教育

委員会が「研修システム」により推薦を行う。 

 

（４）受講者の決定 

   各都道府県・指定都市教育委員会等からの推薦に基づき、教職員支援機構が決定し通知する。 

 

９ 研修内容   

  別紙１「日程表」のとおりとし、受講者は研修終了後に「課題レポート」を提出する。なお、様

式、提出方法等については、受講決定時に別途連絡する。 

 

１０ 事前課題 

（１）研修成果活用計画書の作成 

   受講者および所属長は事前に「研修成果活用計画書」を作成し、提出すること。なお、様式、

提出方法等については、受講者決定時に別途連絡する。 

 

（２）その他の事前課題 

   その他の事前課題がある場合は、受講者決定時に別途連絡する。 

 

１１ 研修成果の活用 

  本研修は、受講者の研修成果を各学校や当該地域で活用することを前提としている。そのため、

研修終了後１年程度の期間を経た後に、研修成果の活用状況（研修企画、研修講師、他校訪問等）

についてのアンケート調査を実施する。推薦者は、研修修了者に対し、研修成果を効果的に活用す

る機会の提供、確保等の配慮をすること。 

 

１２ その他 

（１）すべての講義を受講し、「課題レポート」を提出した受講者には、修了証書を授与する。受講

者推薦の際に、必ず受講者の氏名を確認し、正確に記入すること。 

 

（２）本研修は、学習管理システム「学びばこ」（（株）テクノカルチャー）を用いて研修を配信す

るものである。なお、「学びばこ」は専用のソフトウェアやアプリをダウンロードする必要がな

く、対応するブラウザであればスマートフォン等の端末からも受講可能である。 

 

（３）システム上は時間・場所を問わずに視聴可能であるが、受講者が研修に専念できるよう、推薦

者には適切な受講環境及び研修時間の確保等、特段の配慮をお願いする。 

 

（４）本研修の受講に際し、特別な配慮が必要な者（障害、持病等）を推薦する場合には、事前に当

機構に相談すること。 

 


